
屋外広告物許可申請手数料の支払いに

キャッシュレス決済も

利用可能になりました！

これまで『福岡市収入証紙』に限定していた

屋外広告物許可申請手数料の支払いについて、

令和４年３月１日から、

新たに、キャッシュレス決済（窓口支払い）

も利用可能になりました！

（引き続き収入証紙も利用できます）

利用可能なキャッシュレス決済

■クレジットカード ■電子マネー系

■ＱＲコード決済

（令和４年３月１日時点）

【令和４年３月１日 福岡市住宅都市局都市景観室】

※留意事項
・「領収書」の発行はできません。（ご利用控えのお渡しは可能です）
・利用可能な決済種別は、予告なく変更となる場合があります。
詳しくは都市景観室ホームページをご覧ください。
（https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/toshikeikan/index.html）

https://www.city.fukuoka.lg.jp/jutaku-toshi/toshikeikan/index.html


【備考】
「iD」ロゴは、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
「WAON」は、イオン株式会社の登録商標です。
「QUICPay+TM(クイックペイプラス)」は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。
「Union Pay（銀聯）」は、CHINA UNIONPAY Co.,Ltd.の登録商標です。
「PayPay」は、PayPay株式会社の登録商標です。
「LINE Pay」は、LINE Pay 株式会社の登録商標です。
「メルペイ」は、株式会社メルカリの登録商標です。
「au PAY」は、KDDI 株式会社の登録商標です。
「ゆうちょ Pay」は、日本郵政株式会社の登録商標です。
「Alipay」は、アリババグループホールディングリミテッドの登録商標です。
「WeChat Pay」は、テンセントホールディングスリミテッドの登録商標です。

QR コード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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